
　政治資金規正法（昭和23年法律第14号）第６条第１項の規定による政治団体の設立の届出について、生活の党と山本太郎となかまたち長崎県総支部

連合会から訂正の報告があったので、同法第７条の２第１項の規定に基づくその名称等の公表（平成28年２月23日公表）の一部を次のとおり訂正する。

長崎県選挙管理委員会

　委員長　永淵　勝幸

「

　　イ）法第19条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部

代表者の氏名 会計責任者の氏名

末次　精一 二反田　寛

末次　精一 二反田　寛

西岡　秀子 一ノ瀬　浩史

代表者の氏名 会計責任者の氏名

吉原　日出雄 下村　英樹

吉冨　武志 田中　一男

相川　和彦 松尾　廣志

」

を

「

　　イ）法第19条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部

代表者の氏名 会計責任者の氏名

末次　精一 二反田　寛

西岡　秀子 一ノ瀬　浩史

代表者の氏名 会計責任者の氏名

吉原　日出雄 下村　英樹

吉冨　武志 田中　一男

末次　精一 二反田　寛

相川　和彦 松尾　廣志

　」

に改める。

平成28年４月28日

平成28年２月３日

○

主たる事務所の所在地

自由民主党長崎県長崎市第三十
二支部 長崎市琴海形上町1838－５ ○

○

生活の党と山本太郎となかまた
ち長崎県総支部連合会 佐世保市俵町１－14－２Ｆ

平成28年２月18日

　　ロ）国会議員関係政治団体以外の政党の支部

平成28年１月29日

民主党長崎県参議院選挙区第１
総支部 長崎市新地町５－６ 参議院議員 ○

平成28年２月２日

自由民主党長崎県長崎市第三十
二支部 長崎市琴海形上町1838－５

松浦市調川町下免1135

長崎市向町56－３

（１）政党の支部

政治団体の名称

自由民主党松浦支部

自由民主党長崎県長崎市第二十
支部

主たる事務所の所在地 公職の種類
（第１号）

○

一以上の市町村等の
区域を単位として
設けられる支部

届出年月日

平成28年１月12日

民主党長崎県参議院選挙区第１
総支部 ○

自由民主党長崎県長崎市第二十
支部

平成28年１月29日

平成28年２月３日

○

平成28年１月20日

参議院議員

○

平成28年１月20日

届出年月日

届出年月日

自由民主党松浦支部 松浦市調川町下免1135 ○

政治団体の名称

政治団体の名称

平成28年１月12日

一以上の市町村等の
区域を単位として
設けられる支部

平成28年２月２日生活の党と山本太郎となかまた
ち長崎県総支部連合会

生活の党と山本太郎となかまた
ち長崎県参議院選挙区第１総支
部

佐世保市俵町１－14－２Ｆ 衆議院議員

平成28年２月18日長崎市新地町５－６

○

佐世保市俵町１－14－２Ｆ 衆議院議員

主たる事務所の所在地

長崎市向町56－３

一以上の市町村等の
区域を単位として
設けられる支部

　　ロ）国会議員関係政治団体以外の政党の支部

○

主たる事務所の所在地

佐世保市俵町１－14－２Ｆ 衆議院議員 ○

（１）政党の支部

生活の党と山本太郎となかまた
ち長崎県参議院選挙区第１総支
部

政治団体の名称 届出年月日公職の種類
（第１号）

一以上の市町村等の
区域を単位として
設けられる支部


